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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第86期

第３四半期連結
累計期間

第87期
第３四半期連結
累計期間

第86期
第３四半期連結
会計期間

第87期
第３四半期連結
会計期間

第86期

会計期間

自平成21年
　４月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
　４月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
10月１日
至平成21年
12月31日

自平成22年
10月１日
至平成22年
12月31日

自平成21年
４月１日
至平成22年
　３月31日

売上高（千円） 4,244,6923,454,0171,225,4981,352,1415,894,574

経常利益又は経常損失(△)

（千円）
313,935△228,894 62,171△153,491 496,167

四半期（当期）純利益又は純損

失(△)（千円）
353,059△205,798 56,910△176,843 626,097

純資産額（千円） － － 3,346,7712,781,6873,063,824

総資産額（千円） － － 8,506,5366,849,8016,883,453

１株当たり純資産額（円） － － 13.73 121.55 12.67

１株当たり四半期（当期）純利

益金額又は純損失金額(△)

（円）

1.57 △9.11 0.25 △7.83 2.78

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額（円）
－ － － － －

自己資本比率（％） － － 36.5 40.1 41.6

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,167,8241,328,952 － － 1,909,608

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△17,553 △11,895 － － △37,468

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△1,210,818△383,171 － － △2,051,646

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ － 600,4431,325,961481,402

従業員数（人） － － 166 188 166

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．第86期第３四半期連結累計(会計)期間及び第86期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。また、第87期第３四半期

連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。

４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。
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２【事業の内容】

　当第３四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

 

 

３【関係会社の状況】

　当第３四半期連結会計期間より、ＡＩ・ダイニングファンド投資事業有限責任組合は、清算結了のため、関係会社か

ら除外しております。

　

 

４【従業員の状況】

 

 　 (1）連結会社の状況 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 188 (312)

　（注）従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者

及び契約社員を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、当第３四

半期連結会計期間の平均人員を外書（）で記載しております。

 

 　 (2）提出会社の状況 平成22年12月31日現在

従業員数（人） 14 　

　（注）従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者及び契約社員を含む。）でありま

す。なお、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。）は、僅少であるため記載しておりま

せん。
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第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　特記事項はありません。

 

(2）受注状況

　特記事項はありません。

 

(3）販売実績

　当第３四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。

セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

前年同四半期比（％）

マーチャント・バンキング事業（千円） 445,302 +12.4

オペレーション事業（千円） 906,839 +3.8

合計（千円） 1,352,141 +6.5

　（注）１．金額は、セグメント間の取引控除後のものであります。

２．「オペレーション事業」は、従来「ホスピタリティ＆ウェルネス事業」としていたものを、当第３四半期会

計期間より当該名称に変更したものであります。

３．前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売

実績の総販売実績に対する割合は次の通りであります。

相手先

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

Asset

Managers(Asia)Company

Limited

－ － 305,653 22.6

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　

２【事業等のリスク】

　当第３四半期連結会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

　

３【経営上の重要な契約等】

　特記事項はありません。
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４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。 

　

(1）業績の状況　

当第３四半期連結会計期間（以下、当第３四半期）におけるわが国経済は、緩やかに景気が回復しつつあるものの、

改善の動きに一服感がみられ、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にありました。先行きにつきまして

も、景気の持ち直しが期待される一方で、雇用情勢の悪化懸念に加えて、円高の影響、海外景気の下振れ懸念などのリ

スク要因があることから、なお予断を許さない状況であります。

当社グループの主要な事業領域についてみると、国内不動産市場が持ち直しに転じつつある一方で、ホテル等のレ

ジャー需要は長期にわたって低迷しております。また、中国経済については、テンポがやや緩やかになっているもの

の、景気は内需を中心に拡大傾向が続くと見込まれております。

このような経済状況のもとで、当第３四半期の当社グループの業績は、円高の影響などにより投資回収益が振るわ

なかったことや新規事業開始による一時的な支出があったことなどから、増収、減益となり、売上高1,352百万円（前

年同期比10.3％増）、営業損失125百万円（前年同期は営業利益95百万円）、経常損失153百万円（前年同期は経常利

益62百万円）、四半期純損失176百万円（前年同期は四半期純利益56百万円）となりました。

なお、平成22年11月19日開催の当社臨時株主総会決議にもとづき、当第３四半期末後の平成23年１月１日付で、当社

を存続会社、当社連結子会社である株式会社MBKオペレーターズを消滅会社とする吸収合併の効力が発生しておりま

す。

　

報告セグメントごとの業績は、次の通りであります。（注）１、２

　

（マーチャント・バンキング事業）

当社グループは、当事業部門におきまして、主に日本及び中国の企業及び不動産向けの投資事業、並びにアドバイ

ザリー事業を営んでおります。当事業部門においては、日中をつなぐマーチャント・バンキング事業を推進すると

ともに、営業投資資産の投資回収を進めております。

当第３四半期の業績については、国内企業投資における損失15百万円、海外企業投資における損失11百万円、手数

料収益４百万円などがあった結果、売上高445百万円、セグメント損失17百万円となりました。

　

（オペレーション事業）

当社グループは、当事業部門におきまして、ホテルの宿泊施設及びボウリング場等スポーツ施設の運営、公営施設

の運営受託などを行っております。

当事業部門においては、基幹店舗である「ホテル日航茨木 大阪」の撤退（平成23年３月予定）を決定している

一方で、平成22年12月より、穴吹工務店グループからの事業承継及び不動産取得により、新たに「ヴィラ北軽井沢エ

ルウィング」（群馬県吾妻郡）の運営を開始するなど、事業の選択と集中を進めております。

当第３四半期の業績については、厳しい市場環境の中で合理化努力による事業採算の確保を図っておりますが、

前記の新規事業に関する一時的な費用約30百万円、地上デジタル放送対応のための費用16百万円などがあった結

果、売上高906百万円、セグメント損失15百万円となりました。

　

（注）１．後記「第５経理の状況」の「セグメント情報等」に記載の通り、上記の報告セグメントごとの売上高及

びセグメント利益は、前年同期の「事業の種類別セグメント情報」と集計方法が異なっております。ま

た、当第３四半期より、従来の「ホスピタリティ＆ウェルネス事業」について、「オペレーション事業」

に名称を変更いたしました。

２．報告セグメントごとの業績は、内部取引控除前の金額を表示しております。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は1,325百万円となり、第２四

半期連結会計期間末の600百万円と比べて725百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローと、それらの主な増減

要因は以下の通りであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間の営業活動により得られた資金は、362百万円（前年同期は247百万円の収入）となり

ました。主な増減の要因は、営業投資有価証券の減少517百万円、たな卸資産の増加による減少86百万円であります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間の投資活動により得られた資金は63百万円（前年同期は１百万円の支出）となりまし

た。主な増減の要因は、有形固定資産の取得による支出43百万円、預り敷金及び保証金の増加による収入116百万円、

敷金及び保証金の差入による支出11百万円であります。

　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結会計期間の財務活動により得られた資金は333百万円（前年同期は543百万円の支出）となりま

した。主な増減の要因は、短期借入金の増加による収入370百万円、長期借入金の返済による支出17百万円、新株予約

権買取による支出16百万円であります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

  

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第３四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 90,000,000

計 90,000,000

（注）平成22年６月23日開催の第86回定時株主総会決議により、 平成22年８月１日付で、株式併合及びこれに伴う定款変

更の効力が発生いたしました。これにより発行可能株式総数は810,000,000株減少し、90,000,000株となりました。

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成22年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成23年２月10日）

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協
会名

内容

普通株式 22,615,056 22,615,056大阪証券取引所市場第二部 単元株式数100株

計 22,615,056 22,615,056 － －

（注）平成22年６月23日開催の第86回定時株主総会決議により、 平成22年８月１日付で、10株を１株に株式併合いたしま

した。これにより発行済株式総数は203,535,511株減少し22,615,056株となりました。また、単元株式数についても

1,000株から100株に変更となりました。
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（２）【新株予約権等の状況】

　当社が発行している新株予約権等は、次の①から⑤に記載する通りであり、会社法に基づき発行したストック

・オプションとしての新株予約権であります。

 ①　平成18年８月８日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 85　（注）１、３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 8,500　（注）４　

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり2,810　（注）２、４

新株予約権の行使期間  平成20年６月28日～平成23年６月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　2,810　（注）４

 資本組入額　1,410　（注）４

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当

社又は当社子会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の

地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職等その他正当な理由ある場合、又は取締役会におい

て承認された場合は、この限りではない。 

　その他条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決

議に基づく、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間

で締結した「新株予約権割当契約書」の約定による。　

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他処分はこれを認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。
２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により
生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝  調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
 

既発行
株式数

 
＋

新規発行または自己
株式の処分株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行または自己株式の処分の前の時価

既発行株式数＋新規発行または自己株式の処分株式数
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により
完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。

３．割当を受けた者の退職等により85個、権利放棄により505個の新株予約権が消滅しております。
４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、
新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
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②　平成19年７月10日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 100　（注）１、３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000　（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり1,880　（注）２、４

新株予約権の行使期間  平成21年７月11日～平成24年７月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　1,880　（注）４

 資本組入額　  940　（注）４

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当

社又は当社子会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の

地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職等その他正当な理由ある場合、又は取締役会におい

て承認された場合は、この限りではない。 

　その他条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決

議に基づく、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間

で締結した「新株予約権割当契約書」の約定による。　

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他処分はこれを認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。
２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により
生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝  調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
 

既発行
株式数

 
＋

新規発行または自己
株式の処分株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行または自己株式の処分の前の時価

既発行株式数＋新規発行または自己株式の処分株式数
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により
完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。

３．割当を受けた者の退職等により280個の新株予約権が消滅しております。
４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、
新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
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③　平成20年７月８日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 275　（注）１、３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 27,500　（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり490　（注）２、４

新株予約権の行使期間  平成22年７月９日～平成25年７月８日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　 490　（注）４

 資本組入額　 250　（注）４

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当

社又は当社子会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の

地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職等その他正当な理由ある場合、又は取締役会におい

て承認された場合は、この限りではない。 

　その他条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決

議に基づく、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間

で締結した「新株予約権割当契約書」の約定による。　

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他処分はこれを認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。
２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により
生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝  調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
 

既発行
株式数

 
＋

新規発行または自己
株式の処分株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行または自己株式の処分の前の時価

既発行株式数＋新規発行または自己株式の処分株式数
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により
完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。

３．割当を受けた者の退職等により165個の新株予約権が消滅しております。
４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、
新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
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④　平成21年６月24日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 495　（注）１、３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 49,500　（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり520　（注）２、４

新株予約権の行使期間  平成23年６月25日～平成26年６月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　 520　（注）４

 資本組入額　 260　（注）４

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当

社又は当社子会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の

地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職等その他正当な理由ある場合、又は取締役会におい

て承認された場合は、この限りではない。 

　その他条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決

議に基づく、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間

で締結した「新株予約権割当契約書」の約定による。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他処分はこれを認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。
２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により
生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝  調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
 

既発行
株式数

 
＋

新規発行または自己
株式の処分株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行または自己株式の処分の前の時価

既発行株式数＋新規発行または自己株式の処分株式数
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により
完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。

３．割当を受けた者の退職等により115個、権利放棄により150個の新株予約権が消滅しております。
４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、
新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。
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⑤　平成22年６月23日取締役会決議

 
第３四半期会計期間末現在
（平成22年12月31日）

新株予約権の数（個） 530　（注）１、３

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 53,000　（注）４

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり280　（注）２、４

新株予約権の行使期間  平成24年６月24日～平成27年６月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）

 発行価格　　 280　（注）４

 資本組入額　 140　（注）４

新株予約権の行使の条件

　新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当

社又は当社子会社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の

地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定

年退職等その他正当な理由ある場合、又は取締役会におい

て承認された場合は、この限りではない。

　その他条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決

議に基づく、当社と新株予約権の割当てを受けた者との間

で締結した「新株予約権割当契約書」の約定による。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他処分はこれを認めない。

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。
２．新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により
生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝  調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
 

既発行
株式数

 
＋

新規発行または自己
株式の処分株式数

×
１株当たり
払込金額

調整後
払込金額

＝
調整前
払込金額

×
新規発行または自己株式の処分の前の時価

既発行株式数＋新規発行または自己株式の処分株式数
また、当社が存続会社となる合併により新株予約権が承継される場合、または当社が他社と株式交換により
完全親会社となる場合、当社は払込金額を調整する。

３．割当を受けた者の退職等により10個の新株予約権が消滅しております。
４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行ったことにより、新株予約権の目的となる株式の数、
新株予約権の行使時の払込金額、並びに株式の発行価格及び資本組入額が調整されております。　
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。 　

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

　平成22年10月１日～　

　平成22年12月31日
－ 22,615,056 － 2,765,732　 － 20,849

　

　　 

（６）【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において大株主の異動は把握しておりません。

 

  

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成22年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

　

①【発行済株式】

 平成22年12月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

15,800
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式

22,571,700
225,717 －

単元未満株式
普通株式

27,556
－

１単元(100株)未満の株

式

発行済株式総数 22,615,056 － －

総株主の議決権 － 225,717 －

  （注）１. 「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２. 「完全議決権株式（その他）」欄普通株式には、証券保管振替機構名義の株式500株（議決権５個）が含ま

れております。

３. 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式4株が含まれております。

４．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。　

 

②【自己株式等】

 平成22年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

マーチャント・バンカー

ズ株式会社

東京都千代田区内幸町一丁

目１番１号
15,800 － 15,800 0.07

計 － 15,800 － 15,800 0.07
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２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
　４月

 
　５月

 
　６月

 
 ７月

 
 ８月

 
 ９月

 
 10月

 
 11月

 
 12月

最高（円） 52 54 30
25

□200　
287 187 204　 196　 215　

最低（円）  33 24 19
17

□173
149 158 154　 140　 178　

　（注）１．最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものであります。

２．平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。

３．□印は、株式併合（平成22年７月28日、10株→１株）による権利落後の最高・最低株価を示しております。

　

 

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第３四半期連結

会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から

平成22年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平

成21年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び当第３四半

期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有

限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※2
 1,325,961 481,402

売掛金 114,550 116,667

営業投資有価証券 606,685 ※2
 1,703,141

販売用不動産 71,994 ※2, ※3
 57,900

販売用信託不動産 ※2, ※3
 2,453,840 －

商品及び製品 3,696 4,054

原材料及び貯蔵品 44,061 25,613

その他 197,397 161,465

貸倒引当金 △697 △1,052

流動資産合計 4,817,490 2,549,192

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） ※2
 796,031

※2, ※3
 784,457

信託建物（純額） － ※2
 1,721,947

土地 ※2
 852,985

※2, ※3
 846,986

信託土地 － ※2
 773,000

その他（純額） 259,297 271,429

減損損失累計額 △326,616 △349,682

有形固定資産合計 ※1
 1,581,697

※1
 4,048,138

無形固定資産

その他 3,864 5,424

無形固定資産合計 3,864 5,424

投資その他の資産

投資有価証券 70,714 27,445

長期貸付金 133,172 138,840

敷金及び保証金 206,405 72,481

その他 40,466 47,271

貸倒引当金 △4,010 △5,340

投資その他の資産合計 446,749 280,698

固定資産合計 2,032,311 4,334,261

資産合計 6,849,801 6,883,453

EDINET提出書類

マーチャント・バンカーズ株式会社(E00545)

四半期報告書

17/36



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 156,724 119,295

短期借入金 ※2
 870,000

※2
 806,575

1年内返済予定の長期借入金 ※2
 1,283,100

※2
 420,696

未払法人税等 6,754 10,557

その他 ※2
 754,837 309,312

流動負債合計 3,071,417 1,666,437

固定負債

社債 ※2
 600,000

※2
 600,000

長期借入金 ※2
 105,000

※2
 1,390,200

長期リース資産減損勘定 － 72,779

繰延税金負債 2,813 2,569

その他 288,883 87,643

固定負債合計 996,697 2,153,191

負債合計 4,068,114 3,819,629

純資産の部

株主資本

資本金 2,765,732 2,765,732

資本剰余金 20,849 20,849

利益剰余金 109,363 308,010

自己株式 △23,242 △23,159

株主資本合計 2,872,703 3,071,433

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △125,839 △209,358

為替換算調整勘定 － 2,226

評価・換算差額等合計 △125,839 △207,132

新株予約権 34,822 66,694

少数株主持分 － 132,829

純資産合計 2,781,687 3,063,824

負債純資産合計 6,849,801 6,883,453
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（２）【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 4,244,692 3,454,017

売上原価 1,885,018 1,498,628

売上総利益 2,359,673 1,955,389

販売費及び一般管理費 ※1
 1,943,041

※1
 2,118,364

営業利益又は営業損失（△） 416,632 △162,974

営業外収益

受取利息 2,487 2,076

その他 6,959 5,206

営業外収益合計 9,446 7,282

営業外費用

支払利息 98,331 48,454

社債利息 10,900 10,900

為替差損 － 11,480

その他 2,912 2,367

営業外費用合計 112,143 73,202

経常利益又は経常損失（△） 313,935 △228,894

特別利益

新株予約権戻入益 － 22,760

過年度固定資産税還付金 － 13,148

事業整理損失引当金戻入額 22,857 －

賞与引当金戻入額 18,632 －

その他 6,031 15,888

特別利益合計 47,521 51,797

特別損失

和解金 － 16,000

関係会社株式評価損 － 8,503

固定資産除却損 12,020 －

固定資産売却損 447 －

その他 － 2,775

特別損失合計 12,467 27,279

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

348,988 △204,376

法人税、住民税及び事業税 4,290 3,894

過年度法人税等戻入額 △4,708 －

法人税等調整額 △1,161 244

法人税等合計 △1,579 4,138

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △208,514

少数株主損失（△） △2,490 △2,716

四半期純利益又は四半期純損失（△） 353,059 △205,798
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自　平成21年10月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成22年10月１日
　至　平成22年12月31日)

売上高 1,225,498 1,352,141

売上原価 491,695 716,692

売上総利益 733,803 635,449

販売費及び一般管理費 ※1
 638,667

※1
 761,282

営業利益又は営業損失（△） 95,135 △125,832

営業外収益

受取利息 758 735

その他 2,700 944

営業外収益合計 3,459 1,680

営業外費用

支払利息 30,695 14,443

社債利息 3,636 3,636

為替差損 － 11,251

その他 2,091 7

営業外費用合計 36,423 29,338

経常利益又は経常損失（△） 62,171 △153,491

特別利益

貸倒引当金戻入額 550 －

その他 － 854

特別利益合計 550 854

特別損失

和解金 － 16,000

関係会社株式評価損 － 6,730

固定資産除却損 4,019 －

特別損失合計 4,019 22,730

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

58,701 △175,367

法人税、住民税及び事業税 1,100 1,388

法人税等調整額 △167 88

法人税等合計 932 1,476

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △176,843

少数株主利益 858 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 56,910 △176,843
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

348,988 △204,376

減価償却費 85,356 76,268

新株予約権戻入益 － △22,760

賞与引当金の増減額（△は減少） △21,127 －

受取利息及び受取配当金 △2,487 △2,076

支払利息 109,231 59,355

為替差損益（△は益） － 11,546

有形固定資産除却損 12,020 －

売上債権の増減額（△は増加） 10,423 2,116

たな卸資産の増減額（△は増加） 144,369 △32,555

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 921,168 1,072,264

仕入債務の増減額（△は減少） 14,959 37,429

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） － 51,862

未払又は未収消費税等の増減額 76,552 △30,924

未払金の増減額（△は減少） △86,533 －

関係会社株式評価損 － 8,503

預り金の増減額（△は減少） △325,175 8,685

立替金の増減額（△は増加） － △21,257

リース資産減損勘定の増減額（△は減少） － △36,180

前受金の増減額（△は減少） － 395,889

その他 △26,298 13,183

小計 1,261,448 1,386,972

利息及び配当金の受取額 3,774 2,076

利息の支払額 △95,750 △53,816

法人税等の還付額 7,078 1,194

法人税等の支払額 △8,726 △7,475

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,167,824 1,328,952

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △15,754 △71,392

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △57,679 116,531

敷金及び保証金の差入による支出 － △65,737

敷金及び保証金の回収による収入 55,902 －

その他 △21 8,702

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,553 △11,895
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △7,919 63,424

長期借入金の返済による支出 △1,254,800 △422,796

リース債務の返済による支出 △6,022 －

新株予約権の発行による収入 18,695 －

新株予約権の行使による株式の発行による収入 40,000 －

新株予約権買取による支出 － △16,996

自己株式の取得による支出 △71 －

配当金の支払額 △700 －

その他 － △6,803

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,210,818 △383,171

現金及び現金同等物に係る換算差額 △122 △12,964

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △60,670 920,920

現金及び現金同等物の期首残高 601,394 481,402

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 59,719 －

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △76,361

現金及び現金同等物の四半期末残高 600,443 ※1
 1,325,961
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１．連結の範囲に関する事項の変更 (1）連結の範囲の変更

　第２四半期連結会計期間より、上海亜賽特投資諮詢有限公司は、解散の方

針となり重要性が低下したため、連結の範囲から除外しております。

　当第３四半期連結会計期間より、ＡＩ・ダイニングファンド投資事業有限

責任組合は、清算結了のため、連結の範囲から除外しております。

 (2）変更後の連結子会社の数

　１社 

２．持分法の適用に関する事項の変更 該当事項はありません。

３．会計処理基準に関する事項の変更 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業

会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用し

ております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。　
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【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

（四半期連結貸借対照表）

前第３四半期連結累計期間において「たな卸資産」として一括して掲記しておりました「販売用不動産」「商品及

び製品」及び「原材料及び貯蔵品」については、当第３四半期連結累計期間より、それぞれ区分掲記する方法に変更し

ております。なお、前第３四半期連結累計期間の「たな卸資産」に含まれる「販売用不動産」「商品及び製品」及び

「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ99,503千円、3,973千円、39,697千円であります。

前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました固定負債の「長期リース資産減損勘定」については、

当第３四半期連結累計期間より、重要性が減少したため、「その他」に含めて表示することとしました。なお、当第３四

半期連結累計期間の固定負債の「その他」に含まれる「長期リース資産減損勘定」は36,598千円であります。

（四半期連結損益計算書）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第

３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、重要性

が増加したため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。なお、前第３四半期連結累計期間の営

業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は175千円であります。

前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました特別損失の「固定資産除却損」は、特別損失総額の100

分の20を下回っているため、当第３四半期連結累計期間では、「その他」に含めて表示することとしました。なお、当第

３四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産除却損」は2,774千円であります。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

　前第３四半期連結累計期間において「その他」に含めて表示しておりました、営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「為替差損益（△は益）」「立替金の増減額（△は増加）」「リース資産減損勘定の増減額（△は減少）」及び

「前受金の増減額（△は減少）」は重要性が増したため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記しております。　

　前第３四半期連結累計期間において「その他」に含めて表示しておりました、営業活動によるキャッシュ・フロー」

の「未払費用の増減額（△は減少）」は重要性が増したため、「未払金の増減額（△は減少）」と合算し「未払金及

び未払費用の増減額（△は減少）」として表示しております。　

　前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「有形固定

資産除却損」は重要性が減少したため、当第３四半期連結累計期間では「営業活動によるキャッシュ・フロー」の

「その他」に含めて表示しております。

  前第３四半期連結累計期間において区分掲記しておりました、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「自己株

式の取得による支出」「リース債務の返済による支出」及び「配当金の支払額」は重要性が減少したため、当第３四

半期連結累計期間では「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております

　

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

（四半期連結損益計算書）

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第

３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

前第３四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」は、重要性

が増加したため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。なお、前第３四半期連結会計期間の営

業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は△96千円であります。

前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりました特別利益の「貸倒引当金戻入額」は、金額が僅少であ

るため、当第３四半期連結会計期間では「その他」に含めて表示することとしました。なお、当第３四半期連結会計期

間の特別利益の「その他」に含まれる「貸倒引当金戻入額」は377千円であります。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 350,659千円

※２　担保に供している資産　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 440,361千円

※２　担保に供している資産

現金及び預金 382,027千円

販売用信託不動産 2,453,840 

建物及び構築物 503,700 

土　地 846,986 

合　計 4,186,554 

　

営業投資有価証券 1,354,797千円

販売用不動産 57,900 

建　物 515,134 

信託建物 1,721,947 

土　地 846,986 

信託土地 773,000 

合　計 5,269,765 

　　上記に対応する債務 　　上記に対応する債務

短期借入金 870,000千円

１年以内返済予定の長期借入金 1,283,100 

その他（流動負債） 382,000 

社　債 600,000 

長期借入金 105,000 

合　計 3,240,100 

　

短期借入金 756,575千円

１年以内返済予定の長期借入金 370,696 

社　債 600,000 

長期借入金 1,390,200 

合　計 3,117,472 

　

※３　販売用不動産等の保有目的の変更　

　前連結会計年度末まで、有形固定資産の信託建物（純

額）及び信託土地として計上していた資産について、第

２四半期連結会計期間末において保有目的を変更した

したため、下記の通り販売用信託不動産に振替えており

ます。

販売用信託不動産 2,467,542千円

　

※３　販売用不動産等の保有目的の変更

前連結会計年度末まで、たな卸資産（販売用不動産）と

して計上していた資産の一部について、当連結会計年度

において保有目的を変更したため、下記の通り建物及び

構築物（純額）及び土地に振替えております。

建物及び構築物（純額） 185,953千円

土　地 28,577　

　前連結会計年度末まで、有形固定資産の建物及び構築

物（純額）、工具、器具及び備品（純額）、及び土地とし

て計上していた資産の一部について、当連結会計年度に

おいて保有目的を変更したしたため、下記の通り販売用

不動産に振替えております。

販売用不動産 25,998千円

  

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。　

給与手当 596,869千円

貸倒引当金繰入 3,163 

給与手当 638,768千円

　 　 

　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。　

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。　

給与手当 197,148千円

貸倒引当金繰入 △88 

給与手当 218,878千円
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲載されている科目の金額との関係

（平成21年12月31日現在）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲載されている科目の金額との関係

（平成22年12月31日現在）

現金及び預金勘定 600,443千円

現金及び現金同等物 600,443 

現金及び預金勘定 1,325,961千円

現金及び現金同等物 1,325,961 

 

 

（株主資本等関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　

平成22年12月31日）

 

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式  22,615千株

（注）平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。

　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式 16千株

（注）平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。　

　

３．新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　

34,822千円（親会社 34,822千円　連結子会社 －千円）

（注）平成21年６月24日付及び平成22年６月23日付取締役会決議の新株予約権につきましては、権利行使期

間の初日が到来しておりません。

　

４．配当に関する事項

　　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

 
マーチャント・
バンキング事業
（千円）

ホスピタリティ
＆

ウェルネス事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 351,685 873,8121,225,498 － 1,225,498

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高
44,495 － 44,495 (44,495) －

計 396,181 873,8121,269,993(44,495)1,225,498

営業利益 146,830 26,247 173,078 　(77,942) 95,135

　

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

 
マーチャント・
バンキング事業
（千円）

ホスピタリ
ティ＆

ウェルネス事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,715,7892,528,9024,244,692 － 4,244,692

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高
145,685 － 145,685 (145,685) －

計 1,861,4752,528,9024,390,377(145,685)4,244,692

営業利益 644,366 26,796 671,163 (254,530)416,632

 

　（注）１．事業区分の方法

事業は、当社グループの企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容

事業区分 主要製品

マーチャント・バンキング事業
投資業務（不動産、企業株式、企業向け貸付等）、投資ファンド運営

業務、不動産賃貸業務、その他業務

ホスピタリティ＆ウェルネス事業
宿泊施設及びボウリング場等のアミューズメント施設の経営、公営

施設の運営受託
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別

セグメントの記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日） 

　本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別

セグメントの記載を省略しております。 

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日） 

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

    

前第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日） 

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,048,594 1,048,594

Ⅱ　連結売上高（千円） － 4,244,692

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 24.7 24.7

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　　　　　　アジア　　　中国、香港、台湾

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、

当社代表取締役社長が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となって

いるものであります。

当社グループの事業は、主に当社が営んでいる、国内外の企業・不動産向け投融資及びM&A等のアドバイザ

リー等を行う「マーチャント・バンキング事業」と、主に連結子会社株式会社MBKオペレーターズ（注）１．

が営んでいる、ホテル等宿泊施設及びボウリング場等スポーツ施設の運営、並びに公営施設の運営受託等を行

う「オペレーション事業」（注）２．から構成されております。

また、当社では、効率的なグループ経営及び事業間のシナジーの最大化を目指して、グループで営むこれら２

事業を統括しております。

一方で、これら２事業は、成長戦略、経営管理の手法、並びに人材等の求められる経営資源などが大きく異

なっているため、具体的な経営戦略の立案・実行及び採算の管理等について、それぞれ独立した経営単位とし

て、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、マーチャント・バンキング事業とオペレーション事業の２つの主要な事業を、

報告セグメントとしております。

なお、後記「２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報」と、前第３四半期連

結累計期間及び前第３四半期連結会計期間の「事業の種類別セグメント情報」とは、集計方法が異なっており

ます。　

（注）１．平成23年１月１日を効力発生日として、当社を存続会社、株式会社MBKオペレーターズを消滅会社

とする吸収合併が成立しております。

２．従来「ホスピタリティ＆ウェルネス事業」との名称でありましたが、当第３四半期より「オペ

レーション事業」に名称を変更いたしました。
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）

（単位：千円）　

 
 

報告セグメント
合計
（千円）

調整額
（注）１．　

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２．

マーチャント・
バンキング事業

オペレーション
事業

売上高及び営業損益      

外部顧客への売上高 870,121 2,583,8963,454,017 － 3,454,017

セグメント間の内部

売上高または振替高
－ 1,322 1,322 △1,322 －

計 870,121 2,585,2183,455,339 △1,322 3,454,017

セグメント利益 83,030 36,957　 119,988 △282,962 △162,974

（注）１．セグメント利益の調整額△282,962千円は、各報告セグメントに配分していない全社費

用及びセグメント間取引であり、主に一般管理費によりなっております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）と調整を行っ

ております。

　　

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日）

（単位：千円）　

 
 

報告セグメント
合計
（千円）

調整額
（注）１．　

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２．

マーチャント・
バンキング事業

オペレーション
事業

売上高及び営業損益      

外部顧客への売上高 445,302 906,839 1,352,141 － 1,352,141

セグメント間の内部

売上高または振替高
－ 101 101 △101 －

計 445,302 906,941 1,352,243 △101 1,352,141

セグメント利益 △17,666 △15,950 △33,616 △92,216 △125,832

（注）１．セグメント利益の調整額△92,216千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

及びセグメント間取引であり、主に一般管理費によりなっております。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）と調整を行っ

ております。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。　

　

（追加情報）

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号　平成20年３月21日）を適用しております。　
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（有価証券関係）

当第３四半期連結会計期間末（平成22年12月31日）

　その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末

日に比べて著しい変動が認められます。

　

その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期連結貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

(1）株式 231,648 233,715 2,066

(2）債券    

国債・地方債等 － － －

社債 － － －

その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 231,648 233,715 2,066

　

　

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月１日　至　平成22年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当第３四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

　販売費及び一般管理費　　　2,873千円 

 

２．当第３四半期連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
（平成22年12月31日）

前連結会計年度末
（平成22年３月31日）

１株当たり純資産額 121.55円 １株当たり純資産額 12.67円

（注）平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。当該株式併合が前連結会計年度の開始の日

に行われたと仮定した場合における前連結会計年度末の１株当たり純資産額は、126.74円であります。

　

２．１株当たり四半期純利益又は純損失金額等

前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 1.57円 １株当たり四半期純損失金額 △9.11円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。 

（注）１株当たり四半期純利益又は純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益又は純損失金額   

四半期純利益又は純損失(△)（千円） 353,059 △205,798

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は純損失(△)（千円） 353,059 △205,798

期中平均株式数（千株） 225,131 22,599

（注）平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。当該株式併合が前連結会計年度の開始の日

に行われたと仮定した場合における前第３四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益金額は、15.68円であ

ります。

　

前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 0.25円 １株当たり四半期純損失金額 △7.83円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。 

（注）１株当たり四半期純利益又は純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成21年10月１日
至　平成21年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成22年10月１日
至　平成22年12月31日）

１株当たり四半期純利益又は純損失金額   

四半期純利益又は純損失(△)（千円） 56,910 △176,843

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益又は純損失(△)（千円） 56,910 △176,843

期中平均株式数（千株） 225,398 22,599

（注）平成22年８月１日付で10株を１株とする株式併合を行っております。当該株式併合が前連結会計年度の開始の日

に行われたと仮定した場合における前第３四半期連結会計期間の１株当たり四半期純利益金額は、2.52円であり

ます。
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（重要な後発事象）

連結子会社との合併

当社は、平成23年１月１日を効力発生日として、当社の連結子会社である株式会社MBKオペレーターズを吸収合

併いたしました。

　

(1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称な

らびに取引の目的を含む取引の概要

①　結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称
マーチャント・バンカーズ株式会社

（存続会社）

株式会社MBKオペレーターズ

（消滅会社）　

事業内容

国内外の企業及び不動産への投融資

M&Aアドバイザリー

投資ファンドの組成・運営

ホテル等宿泊施設の運営

ボウリング場等スポーツ施設の運営

公営施設の運営受託

② 企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併

③ 結合後企業の名称

マーチャント・バンカーズ株式会社

④ 取引の目的を含む取引の概要

当社を存続会社、100％子会社である株式会社MBKオペレーターズを消滅会社として、吸収合併を行ったもの

であります。当該吸収合併により、経営戦略の立案、事業開発、資金調達及び内部統制の維持・強化などについ

て、より一体的な運営が可能となり、機動的なビジネス展開や効率的な業務運営が実現するものと考えており

ます。

 

(2) 実施した会計処理の概要

本吸収合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日　企業会計基準委員会最終

改正　平成20年12月26日　企業会計基準第21号）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準委員会最終改正　平成20年12月26日　企業会計基準適用指針第10号）に基づき、共通支

配下の取引として会計処理を行っております。

なお、株式会社MBKオペレーターズより受入れた資産及び負債は、合併期日の前日に付された適正な帳簿価額

により計上しております。 

　

　

（リース取引関係）

　  該当事項はありません。　

EDINET提出書類

マーチャント・バンカーズ株式会社(E00545)

四半期報告書

32/36



２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成22年２月８日

マーチャント・バンカーズ株式会社

取締役会　御中
 

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　茂善　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柏木　　忠　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマーチャント・バン

カーズ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成21年10月

１日から平成21年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、マーチャント・バンカーズ株式会社及び連結子会社の平成21年12月31日

現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半

期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以　上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

平成23年２月８日

マーチャント・バンカーズ株式会社

取締役会　御中
 

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山田　茂善　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 柏木　　忠　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているマーチャント・バン

カーズ株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成22年10月

１日から平成22年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から

四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、マーチャント・バンカーズ株式会社及び連結子会社の平成22年12月31日

現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成績並びに第３四半

期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認め

られなかった。

　

追記情報

　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成23年１月１日を効力発生日として、連結子会社である株式会社MBKオ

ペレーターズを吸収合併している。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。  

以　上 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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